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第１章 ビジョン策定にあたって

第１節 ビジョン策定の趣旨 

県では、２０１２（平成２４）年３月に、「森林づくり」「産業づくり」「山村・

人づくり」を３本の柱とし、その目指すべき姿を示した上で、それぞれの実現に向け、

基本目標及び具体的施策の推進方向を明らかにした「やまなし森林・林業再生ビジョ

ン」を策定しました。 

このビジョンでは、本県の森林・林業・木材産業の再生を目指し、新たに導入した

森林環境税を活用した荒廃森林の整備をはじめ、「林業公社改革プラン」に基づく分

収林管理の方向性の見直しなど、様々な取り組みを進めてきました。 

こうした中、東京オリンピック・パラリンピック開催を契機とする木材需要の拡大

や森林資源のエネルギーとしての利用拡大への期待、ＣＬＴ工法等の新技術の進展な

ど、本県森林・林業・木材産業を取り巻く情勢に大きな変化が現われてきました。 

また、国においては、「日本再興戦略」を閣議決定し、新たに講ずべき具体的施策

のうち、林業について、豊富な森林資源を循環利用し、森林の持つ多面的機能の維持・

向上を図りつつ、成長産業化を進めるという方針が示されたところです。 

このような情勢の変化を好機ととらえ、本県の特性・優位性・森林が持つポテンシ

ャルを最大限に発揮させ、森林資源を有効活用することにより、林業・木材産業の成

長産業化に取り組み、山村地域の活性化につなげることが必要です。 

そこで、森林・林業・木材産業等が目指す将来像を描いた上で、従来の製材や集成

材に加え、新技術の導入などにより県産材の需要拡大を図っていく「材」、木質バイ

オマス資源を熱利用や発電のための燃料として積極的に利用していく「エネルギー」、

森林空間を多様なレクリエーションや交流の場として活用し、新たな事業創出に繋げ

ていく「場」の３つのキーワードごとに、基本方針、施策の方向性を示した新たな「や

まなし森林・林業振興ビジョン」を策定することとしました。  

なお、このビジョンは、本県森林・林業・木材産業の指針となるものであり、山梨

県総合計画の部門計画として位置付けられています。 

第２節 目標年次 

本ビジョンの目標年次は、１０年後の２０２４（平成３６）年度とします。 
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第２章 森林・林業・木材産業等を取り巻く諸情勢

第１節 森林・林業・木材産業等を取り巻く情勢の変化 

１ 国の動向 

○林業の成長産業化に向けた動き 

２０１４（平成２６）年６月に改訂された「日本再興戦略」において、林業に関

する新たに講ずべき具体的施策として、「豊富な森林資源を循環利用し、森林の持

つ多面的機能の維持・向上を図りつつ、林業の成長産業化を進める」としています。 

また、「日本再興戦略」の改訂に合わせて２０１４（平成２６）年６月に改訂さ

れた「農林水産業・地域の活力創造プラン」においても、施策の展開方向を「林業

の成長産業化」として、「人工林が本格的な利用期を迎える中で、豊富な森林資源

を循環利用することが重要であり、新たな木材需要の創出、国産材の安定的・効率

的な供給体制の構築による林業の成長産業化を実現し、人口減少が進展する山村地

域に産業と雇用を生み出す。また、森林の整備・保全等を通じた森林吸収源対策を

推進するとともに、多面的機能の維持・向上により、美しく伝統ある山村を次世代

に継承する」としています。 

さらに、同年１２月には、我が国が直面する人口急減・超高齢化という大きな課

題に対して取り組むため、「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」及び「まち・

ひと・しごと創生総合戦略」が策定され、林業については、森林資源の循環利用を

図りつつ、成長産業化を実現することが必要であるとされたところです。 

○森林の有する公益的機能の発揮と適正な森林施業の確保に向けた動き 

２０１１（平成２３）年４月の「森林法」改正により、新たに森林所有者となっ

た者の届出の義務化や、早急に間伐が必要な森林において所有者が不明であっても

行政の裁定により施業代行者が間伐を行うことができるようになるなど、制度が拡

充されました。 

また、森林計画制度の見直しが行われ、面的なまとまりのある森林を対象とする

「森林経営計画制度」の導入により施業の集約化を進めるとともに、施業の効率化・

低コスト化による生産性の向上に向けて路網の整備等に積極的に取り組むことが可

能となりました。 
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○新たな木材需要の拡大・創出に向けた動き 

２０２０（平成３２）年に東京オリンピック・パラリンピックが開催されること

が決定され、国においては、２０１５（平成２７）年６月に改訂した「日本再興戦

略」の中で、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等を契機とし

て、木材利用のプロモーションを進めることとし、新たな木材需要の拡大が期待さ

れています。 

また、公共建築物をはじめ、これまで木材が使われてこなかった建築や部材向け

に、ＣＬＴ（直交集成板）や木質系耐火部材といった新たな木材製品の開発と実用

化が進められています。特に、ＣＬＴは、既に欧米を中心に中高層木造建築物等の

壁や床等に利用されており、国においては、普及に関する施策を計画的に進めると

ともに、その具体的内容とスケジュールを幅広く周知し、関係者の取り組みを促進

するため、２０１４（平成２６）年１１月に「ＣＬＴの普及に向けたロードマップ」

を取りまとめ、公表しました。こうしたことから、ＣＬＴについては、各地で普及

に向けた取り組みが本格化しており、新たな木材需要の創出が期待されています。 

○木質バイオマスの利用拡大に向けた動き 

２０１２（平成２４）年７月から、「電気事業者による再生可能エネルギー電気

の調達に関する特別措置法（再生可能エネルギー特措法）」に基づき、「再生可能

エネルギーの固定価格買取制度」が始まりました。同制度は、再生可能エネルギー

から発電された電気について、電気事業者に買取義務を課するもので、電気の買取

価格・買取期間は、再生可能エネルギー源の種別や発電規模ごとに決定されること

となりました。 

このうち、木質バイオマスから発電された電気については、「間伐材等由来の木

質バイオマス」、「一般木質バイオマス」及び「建設資材廃棄物」の別に定められ

る固定価格で、２０年間買い取られることとされました。 
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また、２０１５（平成２７）年６月に改訂された「日本再興戦略」では、同年４

月から固定価格買取制度において小規模（2,000kW未満）で未利用間伐材等を活用し

た木質バイオマス発電の調達価格区分を新設したことを踏まえ、地域密着型の小規

模発電や熱利用との組合せ等によるエネルギー利用や、セルロースナノファイバー

の国際標準化に向けた研究開発を進めつつマテリアル利用への取り組みを推進する

こととされています。 

○山地災害の防止・軽減に向けた動き 

国は、２０１４（平成２６）年６月に国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画

的な推進を図るため、国土強靱化に関する国の計画等の指針となる「国土強靭化基

本計画」を策定しました。この中で、「強さ」と「しなやかさ」を持った安全・安

心な国土・地域・経済社会の構築に向け、国土保全分野等の国土強靭化の推進方針

として、治山施設の整備等のハード対策と地域におけるソフト対策との連携を通じ

た総合的な対策を進めることなどの治山事業の推進が位置付けられました。 

また、２０１３（平成２５）年に決定された「農林水産業・地域の活力創造プラ

ン」においても、適切な森林の整備・保全等を通じた森林吸収源対策の推進、野生

鳥獣害対策の強化、災害に強い森林づくり等を通じた「緑の国土強靱化」を推進し、

国土保全、地球温暖化防止など森林の多面的機能の維持・向上を図ることとされて

います。 

２ 県の動向 

○山梨県総合計画の策定 

県では、各部門における県計画の上位に位置し、新たな県政運営の基本指針となる 

「山梨県総合計画」を２０１５（平成２７）年１２月に策定しました。同計画では、

全ての県民が安心して暮らせる新たな地域社会の創造を目指すこととし、そのための

取り組みとして、「地域資源を活かした個性豊かな産業の創出」と「地域の暮らしと

企業活動を守り、交流を促進する基盤づくり」を位置付けています。また、この中で

は、政策推進に当たっての基本的な考え方として、健全で豊かな森林づくりを推進す

るとともに、県産材の需要拡大に加え、森林が持つ多面的機能に着目した様々な利活

用を図る取り組みを進めることとしています。 
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○山梨県まち・ひと・しごと創生人口ビジョンと山梨県まち・ひと・しごと創生総合

戦略の策定

２０１４（平成２６）年１２月に国が策定した「まち・ひと・しごと創生長期ビジ

ョン」の地方人口ビジョンである「山梨県まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」を

２０１５（平成２７）年９月に策定するとともに、「まち・ひと・しごと創生総合戦

略」の地方版総合戦略である「山梨県まち・ひと・しごと創生総合戦略」を２０１５

（平成２７）年１２月に策定しました。 

このビジョンでは、本県の人口減少に歯止めをかけ増加へと反転させていくための

対策として、基幹産業の発展や本県の特性を活かした新産業の創出、新たな雇用の場

の確保を提示しています。また、この戦略の中では、地域に根ざした新しい雇用を創

出することとした基本目標達成のための政策の１つとして、農林水産業の成長産業化

の推進を掲げています。 

○山梨県地下水及び水源地域の保全に関する条例、水政策ビジョンの策定 

県では、地下水及び水源地域を保全し、健全な水循環を維持するため、県、事業者

及び土地所有者等の責務並びに県民の役割を明らかにするとともに、地下水の適正な

採取及び水源地域における土地の譲渡者等の事前届出や届出者への助言等を通じた適

正な土地利用の確保について必要な事項を定めた「山梨県地下水及び水源地域の保全

に関する条例」を２０１２（平成２４）年１２月に制定しました。 

また、健全な水循環系の構築と水を活かした地域振興を図るための指針として、「や

まなし水政策ビジョン」を２０１３（平成２５）年６月に策定し、本県の豊かな森林

が育む県民共有の財産としての貴重な水資源を将来にわたって保護・保全するための

取り組みを行うこととしています。 

○山梨県強靭化計画の策定 

２０１５（平成２７）年１２月には、いかなる自然災害等が発生しようとも「致命

的な被害を負わない強さ」と「速やかに回復するしなやかさ」を持った安全・安心な

地域の構築に向けた「県土の強靭化」を推進するための「山梨県強靭化計画」を策定

しました。 
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この計画の中では、起きてはならない最悪の事態として農地及び森林の消失・荒廃

などにより、後年度にわたり県土の脆弱性が高まる事態を挙げ、それを回避するため

の推進方針として治山施設や砂防施設整備等の土砂災害対策を進めるとともに、農地

の保全等による災害対策や森林の公益的機能の維持・増進を推進することを掲げてい

ます。 

○新たな交通ネットワークの構築 

中部横断自動車道の新清水ジャンクション・増穂インターチェンジ 間については、

２０１７（平成２９）年度までの全線開通に向けた整備が進められています。この区

間の開通により、太平洋側の国際拠点港湾等と内陸部が連結されることとなり、広域

的な物流体系の形成による経済活動の活発化が期待されています。 

また、２０２７（平成３９）年のリニア中央新幹線東京・名古屋間の開通に向け、

ＪＲ東海は、２０１４（平成２６）年１０月に事業に着手しました。リニア中央新幹

線の開業により、東京圏、中京圏とのアクセスが飛躍的に向上するとともに、国内外

との交流の拡大や新たな産業の創出に繋がることが期待されています。 

○新たなエネルギー政策の基本構想の策定 

県では、東日本大震災後の電力需給の逼迫などを受け、２０１３（平成２５）年４

月に、将来にわたり県民が安心してエネルギーを利用できるよう、施策の方向などを

示した「やまなしエネルギー地産地消推進戦略」を策定し、エネルギーの地産地消に

向けて取り組んできました。 

しかし、国におけるエネルギー基本計画、国土強靭化基本計画、エネルギーミック

ス（電源構成）及び温室効果ガス削減目標の策定など、エネルギー政策が大きく変わ

ったことなどから、エネルギー供給力の充実による県内経済の活性化と、環境負荷が

少なく災害に強い自立・分散型エネルギー社会の構築等を目指す、新たなエネルギー

政策の基本構想となるビジョンを２０１５（平成２７）年度に策定します。 
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第２節 本県の森林・林業・木材産業等の現状と課題 

１ 森林資源 

<現状> 

○ 本県は、県土の７７．８％を森林が占める全国有数の森林県です。 

所有形態別では、国有林が４，６４５ｈａ（1%）、

県有林が１５８，２４３ｈａ（46％）、民有林が

１８４，５０７ｈａ（53%）と、明治末期の大水害

からの復興のため、県内の入会御料地のすべて（約

164千ha）が県に御下賜（明治44年）されたことに

より、県内森林面積の内、県有林が占める割合が

全国で最も高いことが本県の特徴となっています。 

また、県有林のうち貸地等を除く１４３千ｈａ

については、適切に森林管理が行われていること

を国際的に認証するＦＳＣ森林管理認証を２００３ 

（平成１５）年４月に公有林では全国で初めて取得し、その面積は全国のＦＳＣ認

証面積の３６％を占めています。 

○ 戦後復興期の旺盛な木材需

要を背景に昭和２０年代半ば

から５０年代にかけて一斉造

林が進められた結果、人工林面

積は１５３，４９８ｈａで森林

全体の４４％を占め、建築用材

となるスギ・ヒノキ・アカマ

ツ・カラマツの４樹種がほぼ均等に存在します。 

なお、スギ人工林については、国民の３割が罹患し

社会問題となっているスギ花粉症の一因と言われてい

ます。 

スギ,

10,404m3

(26%)

ヒノキ

10,466m3

(26%)

アカマツ

7,226m3

(18%)

カラマツ

9,524m3

(24%)

その他

2,268m3 

(6%)

人工林の樹種別蓄積の割合

人工林

森林蓄積

39,888千m3

出典：山梨県林業統計書平成26年3月31日現在

出典：山梨県林業統計書
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(29%)
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27,609ha
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(28%)

その他

11,731ha

(8%)

人工林の樹種別森林面積の割合

人工林

森林面積

153,497 ha

国有林

(4,645ha) 

1%

県有林

(158,243 ha)

46%
民有林

(184,507 ha)

53%

所有形態別森林面積

森林総面積

347,395 ha

平成26年3月31日現在

人工林面積

153,497 

（44%）

天然林面積

171,905

（50%）

その他

21,993

（6%)

人工林・天然林別森林面積

総森林面積

347,395 ha
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○ 人工林の齢級構成を見ると、木材として利用可能となる概ね５０年生以上（１１

齢級以上）の森林が年々増加しており、２０１４（平成２６）年３月現在では４８％

となっていますが、現状のまま推移した場合、１０年後には７７％まで増加すると

見込まれ、大きく偏った齢級構成となっています。 

○ 森林資源の蓄積量は、人工林の生長に伴い年々増加し、１９８０（昭和５５）年

の約２．５倍の６，９７７万㎥と充実してきています。

※ 平成 26 年 3 月 31 日現在。齢級の単位は 5 年(林齢 1～5 年生が 1 齢級) 出典：山梨県森林簿集計データ

出典：山梨県林業統計書
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<課題> 

○ 森林資源が充実し、木材として利用可能な人工林が増加していることから、計画

的な伐採や再造林等による適切な更新を図り、持続可能な林業経営に向けた森林資

源の適正な管理に努め、齢級構成を平準化する必要があります。 

○ 花粉症の原因となるスギ人工林については、少花粉品種のスギや広葉樹等への樹

種転換が必要です。 

２ 森林の管理・保全 

<現状> 

○ 一部の人工林は、林業の採算性の悪化や担い手の減少等により間伐などの手入れ

が適切に行われず、荒廃による公益的機能の低下が懸念されています。 

また、里山林は、化石燃料の普及や化学肥料への転換など生活様式や農業形態の

変化に伴い利用されず、やぶ化し、野生鳥獣の隠れ場となっています。 

○ 本県での松くい虫による被害は、１９７８（昭和５３）年度に初めて確認され、

１９８７（昭和６２）年度に被害材積のピーク（２３，１１８㎥）に達した後、２

０１４（平成２６）年度には、７，６９８㎥にまで減少しましたが、標高の高い地

域へ被害が拡大しているほか、枯損木により良好な森林景観が損なわれることが懸

念されています。 

 ○ 近年、野生鳥獣による農林業被害は深刻化しており、中でもニホンジカによる食

害は標高の高い地域にまで拡大するなど、被害区域面積、被害額ともに増加傾向に

あります。 

出典：山梨県森林整備課 資料
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また、クマの剥皮被害につい

ても２０１４（平成２６）年度

は前年度に比べ激増するなど、

森林所有者の造林意欲を失わせ

ている要因となっています。 

○ 本県は、急峻な地形に加え、脆弱な地質が多く、台風や近年の記録的短時間豪雨

など異常気象により、山腹崩壊や土石流などの山地災害が発生しやすい条件下にあ

ります。    

<課題>

○ 適切な森林管理を行うため、施業の集約化などによる採算性の向上に努めるとと

もに、奥山や地形が急峻など経営条件が不利な人工林は、強度の間伐を行い広葉樹

の進入を促すなど、公益的機能の回復を図る必要があります。 

○ 松くい虫被害については、関係市町村、森林組合等との連携を図り、被害発生の

先端地域の重点的かつ効果的な対策に取り組むなど、被害の拡大防止を図るととも

に、良好な景観を保全していく必要があります。 

○ 野生鳥獣害を軽減するため、捕獲による個体数調整を実施するとともに、被害防

止施設の設置や生息環境の整備など、効果的な防除対策を行う必要があります。 

○ 山地災害を防止するためには、保安林の計画的な指定や間伐等の適切な森林整備

による森林の管理・保全に努めるとともに、山地災害危険地区における森林整備と

一体となった計画的な治山事業の実施が必要です。 

出典：山梨県森林整備課 資料
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３ 林業 

<現状> 

○ 本県の林業産出額は、２

０１０（平成２２）年度に

は増加に転じたものの、１

９５２（昭和６１）年の３

分の１程度であり、特に特

用林産物の生産額が著しく

減少しています。 

○ 素材生産量は、１９６０（昭和３５）年の７２万ｍ３をピークに減少し、２００２

（平成１４）年には４万４千ｍ３にまで減少しました。しかし、２００９（平成２１）

年には木材チップ生産量の拡大から１６万５千ｍ３に増加し、以後横ばいの状況とな

り、２０１４（平成２６）年には１５万６千ｍ３となっています。 
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○ 国産材丸太の全国平均価格は、１９８０（昭和５５）年のヒノキ１㎥当たり７６，

２００円、スギ１㎥当たり３８，７００円をピークに下落を続けましたが、近年持

ち直しの傾向が見られます。 

○ 県内の高性能林業機械の保

有台数は、年々増加傾向にあり

ますが、全国都道府県平均保有

台数の半分以下に留まってい

ます。 

○ 間伐が実施されても搬出コストがかかる等の理由から、その多くが切捨間伐とし

て実施され、間伐材の多くが利用されないまま林内に放置されています。 

出典：林業統計要覧
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○ 県内の林業就業者は、長期的には減少傾向にあるものの、２００５（平成１７）

年の８０９人に比べ、２０１０（平成２２）年は９４８人に増加しました。また、

６５歳以上の割合を表す高齢化率は、２００５（平成１７）年に２３％であったも

のが、２０１０（平成２２）年に１８％まで下がったものの、依然として全産業平

均の１３％を上回っています。 

○ 県内の苗木生産は、小規模零細な体制に加え、生産者の高齢化も進行し、今後の

継続的な苗木の供給が危ぶまれています。また、カラマツについては、全国的に種

子が不足し、再造林のための苗木が不足する状況となっています。 

○ 山村振興法に基づく振興山村の人口は、農林業の衰退等により１９７０（昭和４

５）年から２０１０（平成２２）年の４０年間で、約３６，５００人減少するとと

もに、６５歳以上の割合は１１．１％から３４．８％へ２３．７ポイント増加して

います。また、２００５（平成１７）年には、私有林の２４％にあたる３１，３５

８ｈａが不在村者所有森林となっています。
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<課題> 

○ 森林資源は充実してきていますが、木材価格の急激な上昇は期待できない状況の

中で、林業の採算性を向上させるためには、施業の集約化や林内路網の整備、高性

能林業機械の導入を進め、生産性の向上、低コスト化を図る必要があります。 

○ 森林所有者の高齢化、不在村化が進む中、効率的な森林経営を行うためには、森

林所有者から森林経営の委託を受けた森林組合等の林業事業体による森林経営計画

の作成を推進する必要があります。 

○ 植栽面積の拡大に向けて、苗木生産に必要な種子を確保するとともに、苗木生産

事業者の人材育成、生産性の向上を図る必要があります。 

○ 効率的な森林施業等に対応できる若者を中心とした林業労働力を確保・育成する

ため、林業事業体の経営基盤の強化による労働環境の改善を図る必要があります。 

出典：総務省「国勢調査」、農林水産省「山村カード調査」

出典：農林業センサス
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４ 木材産業 

<現状> 

○ 県内の製材工場数は、１９６９（昭和４４）年の３６４工場をピークに、８．８％

にあたる３２工場まで減少するとともに、製材品の出荷量も１９７９（昭和５４）

年の４５万４千㎥から１万５千㎥まで落ち込んでいます。 

また、県内の製材工場は、小規模零細な工場が多く、年間を通じて稼働している

工場も少ない状況となっています。 

○ 新設住宅着工戸数は、

減少傾向にあるものの、

木造率は増加傾向にあ

り、２０１４（平成２６）

年度には７５．４％とな

っています。 

○ 国も普及を推進しているＣＬＴ（直交集成板）などの新技術は、木材需要の拡大

に繋がるものとして期待されています。 

出典：農林水産省「木材需給報告書」
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○ 近年、公共施設、一般家庭等において、木質バイオマスを燃料とするボイラーや

ストーブの導入が進み、本県の木質ペレットや木材チップの生産量は増加傾向にあ

ります。 

また、県内外で大規模な木質バイオマス発電所の計画が進められるなど、発電用

の燃料としての木質バイオマスの需要増加が見込まれています。 

<課題> 

○ 製材工場については、生産性や加工技術の向上等を図ることにより、需要者ニー

ズに対応した品質・性能の確かな製材品を安定的に供給できる体制を整備する必要

があります。 

○ 住宅等への県産材の利用拡大を図るためには、「川上：県産材の生産」から「川

中：加工」、「川下：利用」に至る関係者の連携強化が必要です。 

○ ＣＬＴ工法などの新技術の導入には、生産体制や原材料の安定供給体制の整備が

課題となっています。 

○ 木質バイオマスの利用促進にあたっては、再生可能な資源である木質バイオマス

の利用に対する県民の理解と意識の醸成を図る必要があります。 

○ 森林資源を無駄なく有効活用するため、木質バイオマス利用設備や木材チップな

どの供給施設等の整備を進める必要があります。また、木質バイオマスの需要増加

に対応するため、木質バイオマス資源を安定供給する体制を構築する必要がありま

す。 
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５ 森林空間の活用 

<現状> 

○ 近年、森林の癒し効果が注目される中、森林セラピー®をはじめ、アウトドアスポ

ーツなど新たな森林利用に対する期待が高まっているほか、企業や団体の社会貢献

活動の場としての活用も増えています。 

○ 世界遺産富士山やユネスコエコパークに登録された南アルプスをはじめ、八ヶ岳

や秩父山系の山々など、四季を織りなす美しい山岳景観や森林景観は、本県の観光

資源となっており、国内外から多くの観光客が訪れています。 

○ 特用林産物の生産量は減少傾向にあり、特に生しいたけの生産量は１９８０（昭

和５５）年度には１，６３５ｔでしたが、生産者の減少・高齢化等から、２０１４

（平成２６）年度には１５８ｔまで落ち込んでいます。 

<課題> 

○ 森林の保健・レクリエーション機能に着目し、本県の豊かな森林を多面的に活用

することにより、活力ある地域づくりを進めていくことが必要です。 

○ 眺望ポイントの整備など、良好な自然環境や景観の保全・創造を図るための対策

を講じる必要があります。 

○ 地域資源の特用林産物を活かし、地域の活性化を進める必要があります。 

出典：山梨県林業統計書
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第３章 本県の森林・林業・木材産業等が目指す将来像

本県が目指す森林・林業・木材産業等の将来像を今世紀後半の姿として示します。 

○ 県内の森林は、針葉樹林、広葉樹林、針広混交林などが機能に応じてバランス良

く配置され、多様な林齢や樹種からなる「健全な森林」が広がっています。また、

この森林は、良質な水を蓄え、洪水や土砂災害から県土を保全し、生物多様性の保

全や二酸化炭素を吸収・貯蔵して地球温暖化を防止するなどの公益的機能が高度に

発揮され、県民の生活を守っています。 

さらに、急峻な地形や脆弱な地質の地域には、計画的な治山事業が実施され、台

風や集中豪雨等による山腹崩壊や土石流などの災害から、地域の安全・安心を確保

する「緑の県土強靭化」が実現しています。 

今世紀後半には、適切に管理・保全された森林が様々な形で活用され、就業

機会の増加や安定した所得の確保などにより若者が定住し、山村地域が活性化

しています。 

【 健全な森のイメージ 】 

計画的な治山事業の実施

針葉樹、広葉樹、針広混交林等のバランス良い配置
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○ 針葉樹人工林は、齢級構成の平準化が実現しており、「森の生産工場」として、

木材が計画的かつ安定的に生産され、「植える→育てる→使う→植える」という森

林資源の循環利用による持続可能な林業経営が展開しています。 

○ 木材加工においては、中央拠点、南部拠点、東部拠点の３つの拠点が県内製材工

場をリードするとともに、中小製材工場は得意分野に特化した上で連携し、需要者

のニーズに対応した品質や性能の確かな製材品等を安定的に供給する「里の加工工

場」を形成しています。 

また、生産された製材品は、山梨県産材ブランドとしての地位を確立し、県内外

に販路を拡大するとともに、新技術の導入などにより、中高層の建物や住宅などに

県産材がふんだんに利用され、リニア駅周辺をはじめ、市街地には県産材を使用し

た建築物による新しい森林「都市の森林」が広がっています。 
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※「森の生産工場」とは、集約化が図られ、面的にまとまった人工林を１つの工場とみたて、

森林組合等の経営者が路網整備や高性能林業機械の導入等の設備投資を行い、木材という製

品を計画的かつ安定的に生産する森林。 

※「里の加工工場」とは、県内の製材工場が地域に密着した工場として互いに連携し、品質や

性能の確かな製材品等を安定的に供給。 

※「都市の森林」とは、木が伐採後も木材として活き続け、その木材からなる建築物が林立す

る状態を森林になぞらえた。

【 都市の森林のイメージ 】

【 森の生産工場のイメージ 】

【 里の加工工場のイメージ 】

市街地に県産材を 

使用した建築物の 

新しい森林が出現 

使う

植える

育てる

森林資源の循環利用

３つの拠点

製材・加工工場

中小製材工場の連携

東部

中央
南部

製材品の安定供給

木材の安定供給
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○ 地域に密着した木質バイオマスのエネルギー利用施設が県内各地に整備されると

ともに、伐採時に発生する枝条や製材用に向かない間伐材等や、製材時に発生する

端材等の木質バイオマス資源が、再生可能なエネルギーとして有効活用され、自立・

分散型エネルギー社会の構築に貢献しています。 

○ 山村地域では、開発された特用林産物の新たな栽培品種が、山梨ブランドとして

確立し、その栽培が林業の副次的な産業として発展するとともに、観光資源として

の森林利用など森林資源が様々な形で活かされ、新たな産業の創出や６次産業化な

どが進んでいます。 

特用林産物の生産

観光資源としての森林利用
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第４章 ３つのキーワードごとの基本方針

第３章で描く本県が目指す森林・林業・木材産業等の将来像の実現に向け、今後１０

年間に取り組むべき方向を「材」「エネルギー」「場」の３つのキーワードごとに基本

方針として定めます。 

○３つのキーワードごとの基本方針 

「材」 
森林資源の循環利用を担う木材産業の活性化と持続可能な林業経営の実現 

「エネルギー」
木質バイオマス資源の有効利用による再生可能エネルギーの利用促進 

「場」
豊かな森林を活用した多様な交流・機会の創出と新たな事業の展開 
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◆ 「材」

木材の加工、販売を通じて森林資源の循環利用を担っている木材産業の活性化を図

るとともに、将来にわたり木材生産を行っていくための持続可能な林業経営の実現を

目指します。 

・「材」とは 

持続可能な林業経営により生産される木材が、従来の製材や集成材に加え、中高層

建築物の木造化を可能とするＣＬＴ（直交集成板）工法等の新技術の導入などにより、

積極的に使用され、県産材の需要拡大が図られていること。 

◆ 「エネルギー」 

これまで林内に残されていた間伐材や枝条などを余すことなく利活用し、山村地域

における自立・分散型エネルギー社会の構築に向け木質バイオマス資源の利用促進を

目指します。 

・「エネルギー」とは 

製材後に発生する端材や未利用間伐材などの木質バイオマス資源を安定的に供給す

る体制を確立し、熱利用や発電のための燃料として積極的にエネルギー利用すること。 

◆ 「場」 

森林空間の利用を通して都市住民と中山間地域住民の交流や機会の創出、様々な業

種の連携による地域資源を活かした新たな事業の展開を図り、山村地域の活性化を目

指します。 

・「場」とは 

森林の持つ保健・レクリエーション機能などに着目し、森林空間をレクリエーショ

ンや企業のＣＳＲ活動など、都市と山村地域の多様な交流の場として活用し、新たな

事業創出に繋げていくこと。 

基本方針：森林資源の循環利用を担う木材産業の活性化と持続可能な林業経営の実現

基本方針：木質バイオマス資源の有効利用による再生可能エネルギーの利用促進 

基本方針：豊かな森林を活用した多様な交流・機会の創出と新たな事業の展開 



- 24 -

第５章 施策の展開方向と数値目標

第１節 「材」 

１ 新技術の進展等を契機とした県産材の需要拡大 

（１）県産ＦＳＣ認証材を核とした県内外への販路開拓 

 東京オリンピック・パラリンピックに向けて整備される競技施設などへ県産ＦＳ

Ｃ認証材の活用を積極的に働きかけます。

また、県産ＦＳＣ認証材のブランド化・需要拡大を図るため、｢やまなしＦＳＣ認

証材製品登録制度｣に基づく認証材製品の登録や登録製品の県内外の展示会等にお

けるＰＲ活動、認証材製品の企画・生産に取り組む事業者の共同体に認証材を安定

供給していくための新たなシステム販売などを進め、県産ＦＳＣ認証材の生産から

加工、流通、消費にわたる取り組みを充実・強化します。

（２）川上から川下の連携による県産材の安定供給体制の整備 

競争力のある木材産業の構築と県産材の需要拡大に向け、「川上：素材生産事業者」

や「川中：木材加工事業者」、「川下：建築事業者」などの関係者による一体的な流

通システムを構築し、需要者ニーズに応える品質の確かな製品を安定的に供給する

体制整備を促進します。

また、県産材の安定供給には、需要量や必要な商品を的確に把握し、木材加工事

業者や素材生産事業者に情報提供する仕組づくりが必要です。そこで、木材需要関

連情報の収集や事業者への情報提供、木材加工、素材生産等の事業者間での情報交

換やグループ化を進めるとともに、県内外の大手住宅メーカーや工務店等との意見

交換の場をもうけます。

（３）品質の確かな製品の加工・供給体制の整備・充実 

品質・性能の確かな県産材製品を供給するため、県内３流域の木材供給拠点を軸

とした生産体制を強化するとともに、意欲ある県内木材加工事業者の製材技術や乾

燥技術の向上について、県森林総合研究所が技術指導や強度試験を行うなど、品質・

精度の向上を図ります。 

（４）ＣＬＴ工法等新技術の導入推進 

県産材の更なる需要拡大に向け、集成材や木質系耐火部材、ＣＬＴ工法等の国が

普及に取り組んでいる新たな技術の導入を推進します。
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特にＣＬＴ工法については、国や全国の取り組み状況などの情報を関係者と共有

しながら、材料となるラミナの安定供給体制の整備や中・大規模建築物の設計に取

り組む建築士等の育成支援を行い、建材としての利用を推進します。

（５）公共施設等の木造化・木質化の推進による一般住宅への県産材の利用促進 

県関係部局や市町村等との更なる連携強化により、県産材のＰＲ効果の高い公共

施設等の木造化・木質化を推進し、県内の住宅や店舗などへの県産材の利用を促進

します。

また、イベント等を通じて、県民や下流域都市住民に広く木材に関する情報発信

と普及活動を行い、県産材利用に対する理解を醸成し、県産材の利用拡大につなげ

ていきます。

（６）山梨県産材ブランドの確立と認証制度の推進 

 県内外への県産材販路開拓を図るため、県、市町村、民間企業、関係団体等との

連携を強化し、「ＦＳＣブランド」「やまなし水源地ブランド」「南部の木ブランド」

の戦略的な売り込みや本県独自の新たな木材製品等のブランド化に取り組むととも

に、生産履歴が明確な県産材を証明する「県産材認証制度」を普及させるため、県

外へのＰＲ活動についても積極的に進めます。

２ 施業集約化、路網整備、高性能機械の導入等による生産性の向上 

（１）森林情報システムの活用による森林管理や境界の明確化の促進 

森林整備を実施する上で基礎となる森林情報について、登記簿情報や森林所有者

の届出制度を活用し、現地と森林簿及び地図とのマッチングなど森林ＧＩＳの精度

の向上に努めるとともに、森林組合や林業事業体に森林経営計画の作成に必要な情

報を提供し、集約化による効率的な森林管理を推進します。

また、森林所有者の高齢化、不在村化等により、適切な森林施業が十分に行われ

ず、所有境界が不明となっている森林が増加していることから、森林ＧＩＳデータ

のＧＰＳ等と連携した活用により、境界の明確化を促進します。

（２）施業集約化の促進と生産性の向上 

   複数の森林所有者を取りまとめ、森林の現況や施業方針、施業に必要な経費、木

材の販売額等を具体的に明示して森林所有者の意欲を引き出す提案型集約化施業の

普及・定着を図ります。
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また、林内路網の整備や高性能林業機械の導入、列状間伐等の取り組みを進め、

地域の実情に応じた作業システムを構築し、素材生産の低コスト化・生産性の向上

を図ります。

（３）低コスト再造林システムの構築 

林業の採算性向上を図るため、伐採と並行した地拵えの実施、成長の良い品種や

大型苗・コンテナ苗の植栽、植栽本数の調整、坪刈・筋刈・隔年刈による下刈り作

業の省力化など、新たな技術を県有林において積極的に導入し、現場状況に応じた

適切な低コスト再造林システムを構築するとともに、そのノウハウを民有林に普及

させることを目指します。

（４）苗木の生産・供給体制の強化 

採種園の拡張や新技術の開発・導入などにより、苗木生産に必要な種子の確保を

図るとともに、生産規模の拡大や機械化などにより生産性の向上を図ります。

また、県内外の苗木需要量を的確に把握し、効率的な生産を促進するとともに、

県外への移出も視野に入れた生産により苗木生産事業者の経営強化を図ります。

さらに、育苗作業の効率化や低コスト造林につながるコンテナ苗木の生産に取り

組みます。

（５）林内路網の整備 

森林整備の効率化や木材等の搬出コストの削減、災害時の緊急搬送等のために必

要な林道、林業専用道及び森林作業道について、現地の地形や地質、気候条件、既

存の路網の配置等を考慮して設計し、それぞれの役割や利用形態に応じて適切に組

み合わせた計画的な路網整備を進めます。

また、林道においては今後、老朽化した橋梁等の増加が見込まれることから、点

検・診断を実施し、経年劣化を把握した上で、ライフサイクルコストの縮減に向け

た補修・更新による長寿命化に取り組みます。
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３ 森林・林業・木材産業を支える担い手の確保・育成 

（１）森林施業プランナー等の養成、新規就労者の育成支援 

森林施業の集約化に向け、森林組合等の林業事業体が、施業方針や事業収支等の

施業プランを森林所有者に提案するとともに、効率的な森林施業を実現できる森林

施業プランナーや高性能林業機械を活用した素材生産や丈夫で簡易な森林作業道を

地形・地質等の条件に応じて作設できるオペレーターの養成を支援します。

また、森林施業プランナーへの指導・助言を行う森林総合監理士を育成し、地域

ごとの森づくりに向けた計画の策定を支援します。

さらに、林業に関する基本的な知識と技術を習得するための「緑の雇用」事業等

の活用により、新規就労者の育成を支援します。

（２）林業事業体の経営基盤の強化と労働環境の改善による所得の向上 

認定事業主制度や森林整備担い手対策基金等の活用により事業の合理化を促し、

通年雇用体制の確立や安定的な収入の確保による労働環境の改善、経営基盤の強化

を図るとともに、所得の向上を目指します。

また、林業労働者の安全な労働環境を整備するため、基本的な技能向上・安全管

理の徹底について指導し、労働災害の防止を図ります。  

（３）苗木生産者の確保・育成 

苗木生産規模の拡大と機械化を進め、苗木生産者の労働負担の軽減や所得の増加

を図るとともに、コンテナ苗の先進地研修や新たな育苗技術の修得に向けた研修な

どを通じて、若手生産者の確保・育成に努めます。

（４）木材産業を支える担い手の確保・育成 

木材需要等に関する情報提供や県内外の大手住宅メーカー・工務店等との意見交

換などを通じて販路開拓を図り、安定した生産体制の確立を促進するとともに、人

工乾燥やＪＡＳ格付け等に関する個別指導や研修を通じて、品質・性能の確かな製

品を供給できる高度な技術を有した人材の育成を支援します。
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数値目標 

目標数値 基準値(H26) 目標値(H36) 

森林整備の実施面積（年間） 4,685ha 6,000ha

木材生産量（年間） 156千ｍ3 335千ｍ3

林内路網密度 13.1m/ha 13.9m/ha

林業への新規就業者数（年間） 54人 54人
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第２節 「エネルギー」

１ 木材資源のエネルギー利用の促進 

（１）木質バイオマス利用施設・設備の整備促進 

県内の森林資源を有効活用するため、市町村の温泉施設や社会福祉施設等への木

質バイオマスボイラーやストーブ等の導入を支援するほか、ボイラー導入希望者に

対して、専門技術者を派遣するなど、導入に向けた提案や技術的助言を行い、木質

バイオマスのエネルギー利用を推進します。

（２）木質バイオマスの利用技術や新製品の開発促進 

木質バイオマス資源を無駄なく有効活用するため、エネルギー効率の高い設備の

導入を推進するとともに、大学、企業、ＮＰＯ法人などと連携して、木質バイオマ

ス資源の新たな利用技術や新製品の開発などに取り組み、木質バイオマス資源の利

用拡大に努めます。

（３）地域密着型エネルギー利用による小規模発電等の取り組みの推進 

木材を資源として最大限に活用するため、カスケード（多段階）利用を推進し、

製材残材や曲がり材、小径木などの低質材を燃料とする地域密着型の木質バイオマ

スエネルギー利用施設の整備を進めるとともに、技術的助言等により小規模発電や

熱利用を組み合わせたエネルギー利用の取り組みを推進します。

２ 木質バイオマス資源の安定供給体制の確立 

（１）林地残材、製材残材等の有効利用の促進 

林内路網の整備や高性能林業機械の導入などを支援し、木材の生産体制を強化す

ることにより、木質バイオマスとして利用可能な低質材や林地残材等の搬出を促進

します。

また、製材工場の加工過程で発生する端材等の製材残材の木質バイオマスとして

の有効利用を進めます。

（２）未利用間伐材等の収集・運搬のための低コスト作業システムの普及 

未利用間伐材等の収集・運搬作業の低コスト化のため、枝条等を切り落とさずに

全木のまま搬出する集材作業など、効率的な作業システムの導入を推進します。
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また、造材作業の際に発生する枝条等を有効活用するとともに、運搬コストを削

減するため、移動式木材破砕機等の導入を支援し、伐採現場近くの山土場において

破砕・減容化するなど低コスト作業システムの普及定着に取り組みます。

（３）木質バイオマス資源の安定供給体制の確立と供給設備等の整備促進 

木質バイオマスの供給体制を強化するため、木材チップやペレット等の木質バイ

オマス供給設備の整備及び移動式木材破砕機等の供給用機械の導入を支援します。

また、素材生産事業者や木質燃料製造事業者等の協同組合化や安定取引協定の締

結、生産・供給規模の大ロット化を促進するなど、木質燃料を安定供給できる体制

づくりを支援します。

３ 地域密着型の利用・供給システムの推進 

（１）木質バイオマス資源の利用に向けた地域間連携の強化 

利用可能な森林資源量に応じた適正な森林の伐採・利用を確保しつつ、地域資源

の有効利用を図るため、木質バイオマス資源の地域型利用・供給システムの構築に

向けた地域協議会の設立やその活動に対し支援します。 

さらに、広域的な課題等に対応するため、各地域の関係者を集めた協議の場を設

け、市町村担当者、素材生産事業者、木質バイオマス資源利用・供給事業者間の連

携を強化します。 

（２）木質バイオマスの利用促進に向けた県民の理解と意識の醸成 

木質バイオマスの幅広い利用を促進するため、やまなし木質バイオマス協議会等

と連携し、ペレットストーブ・薪ストーブ等の暖房機器の展示・実演会や設備導入

コスト等に関する説明会を開催するなど、木質バイオマスを利用する意義や効果な

どの普及啓発に努め、県民の理解と意識の醸成を図ります。

（３）木質バイオマス資源の産地等の明確化によるエネルギーの地産地消の推進 

地域内の木質バイオマス資源を積極的にエネルギー利用するため、木材チップや

ペレットの品質や種類、産地を明確にする認証制度・認証体制の整備を進めます。

また、再生可能エネルギーの固定価格買取制度においては、木質バイオマス発電

による買取価格が、「間伐材等由来の木質バイオマス」、「一般木質バイオマス」、「建

設資材廃棄物」で異なることから、収益が森林所有者等に正確に還元するよう認証

制度の運用を支援します。
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数値目標 

目標数値 基準値(H26) 目標値(H36) 

木質バイオマス利用施設数 23施設 33施設

木質バイオマスのエネルギー利用量 18千ｍ3 84千ｍ3

ペレットストーブ導入台数（累計） 488台 1,000台
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第３節 「場」

１ 森林空間を活用した都市住民との交流や機会の創出 

（１）森林の有する保健休養機能を活用したレクリエーション活動等の促進 

県有林を観光・レクリエーションの場として活用し、地域活性化を図るため、未

だ知られていない魅力ある森林スポットを新たな観光資源として活用するとともに、

森林の癒し効果を活用した、企業・団体等によるレクリエーション活動の場として

の新たな森林利用の仕組みづくりや、地域産業と連携した森林公園の新たな利用プ

ログラムの開発などの取り組みを積極的に推進します。

また、森林セラピー®やエコツーリズムなどの身近な里山林を活かした取り組みや、

大人から子供まで、それぞれのニーズに合った森林空間の利用を推進します。

（２）多様な主体や異業種の連携による森林空間の活用 

地域住民、県や市町村の行政、ＮＰＯやボランティア団体、企業などの多様な主

体の参加による森林整備や管理を進めるとともに、活動を通した都市と山村との交

流を促進します。

また、森林レクリエーション、森林セラピー®、エコツーリズム、林業体験、森林

環境教育、森の幼稚園など、観光分野、医療・福祉分野、教育分野など他産業との

連携による森林空間の活用を通じて、新たな事業の展開を図ります。

（３）森林環境教育や木育の推進と人材の育成 

森林の役割や大切さについて県民の理解を深めるため、児童・生徒をはじめ広く

県民を対象とした森林環境教育を推進するとともに、学校林活動や緑の少年隊の活

動に対し支援します。

また、学校の内装の木質化や県産材の机・椅子の購入など、県産材を活用した取

り組みを支援するとともに、木工教室や積み木など木に触れる機会を通じて、木材

の良さや利用することの意義を学ぶ「木育」を推進します。

（４）県民や企業等の参加による森づくり活動の推進 

森林ボランティア団体が行う森林整備等の活動を支援し、県民参加の森づくりを

推進します。
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また、森づくり活動を通じた交流により地域活性化を図るため、森づくりのノウ

ハウやネットワークを持たない企業や団体等に対し、「やまなし森づくりコミッショ

ン」を通じた活動サポートを行い、多様な主体による森づくりを推進します。

さらに、このような森づくり活動による二酸化炭素吸収量を認証し、社会貢献活

動として県民に判りやすく評価することなどにより、継続的な森づくりへの参加を

促進します。

２ 地域資源や特用林産物等を活かした地域活性化と新たな事業の創出      

（１）特用林産物の生産体制整備と生産者の確保・育成 

きのこ生産に必要な原木やおが粉などの生産資材の安定供給、短木栽培などによ

る省力生産が可能な品種の導入、生産施設の整備などを支援し、安定的な収入の確

保を図るとともに、栽培指導や技術研修会を通じて、生産者の確保・育成を図りま

す。

（２）栽培きのこの新品種や薬用植物の産地化による経営基盤の強化 

栽培きのこについて、収穫量の少ない夏場に発生する品種や新しい品種の開発に

取り組み、新品種登録した上で県内生産者への普及に努め、産地化するとともに、

国内生産に対する期待が高まっている薬用植物などの産地化を進め、新品種の生産

による経営基盤の強化を図ります。

（３）地域資源を活かした新たなビジネスの創出と６次産業化の推進 

特用林産物を活用した加工品を開発し、生産から加工・販売までを担う体制づく

りによる６次産業化を推進するとともに、県森林総合研究所が育成し新たに品種登

録するきのこ種菌など、「山梨らしさ」を打ち出せる特用林産物等を活用した新たな

ビジネスの創出を支援します。

（４）特用林産物の栽培技術の確立と商品化に向けた研究の推進 

今後、市場性が見込める栽培きのこや新たな薬効を確認した薬用植物などの栽培

技術の確立、加工方法の検討など商品化に向けた研究を推進するとともに、これら

の新品種の生産に新規参入する意欲のある民間事業者が行う実証栽培に対し、支援

します。
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３ 健全な森林づくりや山地保全対策の推進、事前防災・減災対策の強化 

（１）効果的な森林病害虫対策や野生鳥獣害対策の推進 

森林病害虫については、関係市町村、森林組合等と連携を図りながら、適切な予

防対策や被害木の処理を効果的、効率的に進めます。

特に、松くい虫被害については、市町村と連携し、被害先端地域における重点的

な防除により被害の拡大防止を図るとともに、良好な森林景観を損ねる要因となる

枯損木処理にも積極的に取り組みます。

さらに、野生鳥獣害については、管理計画に基づく適正な捕獲による個体数調整

や人と野生鳥獣との棲み分けを行うための環境整備、侵入防止柵設置等の被害防除

を組み合わせた効果的な被害防止対策により森林の保全に努めます。

（２）健全な森林づくりによる公益的機能の発揮と森林景観の保全・創出 

荒廃した人工林は、強度の間伐を実施し、天然力を活用した針広混交林への誘導、

人家や田畑に近接する里山林は、不用木の除伐や侵入竹の除去などを行い、水源涵
かん

養、

土砂災害防止、生物多様性保全といった森林の有する公益的機能の維持・増進を図

るほか、観光地や主要道路周辺の森林においては、景観に配慮した森林整備を実施

し、良好な自然環境や景観を保全・創出します。

（３）森林保全巡視体制の拡充強化 

林野火災を予防するための入山者等への適切な指導を行うとともに、開発のため

の違法伐採、林産物の窃盗や廃棄物の不法投棄などの監視を行うため、森林保全巡

視体制を拡充強化し、総合的かつ効果的に森林の適正な保全を図ります。

（４）スギ等花粉症対策の推進 

「山梨県スギ花粉発生源対策推進プラン」（平成２０年１２月策定）に基づき花粉

症対策品種の開発や苗木の供給体制の整備に取り組むとともに、スギ人工林につい

ては、花粉の少ないスギ品種や広葉樹への転換を進めます。

また、ヒノキの花粉症対策品種への切替を図るため、少花粉ヒノキの品種開発や

苗木の供給体制を整備します。

（５）山地保全対策の推進と事前防災・減災対策の強化 

山地災害発生の危険性の高い森林については、複層林化や針広混交林の造成など

災害に強い森づくりを進めるとともに、計画的に保安林を指定し、適正な管理を行

います。
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また、被災箇所の早期復旧に努めるとともに、要配慮者利用施設や避難所が存在

する山地災害危険地区箇所において優先的に治山施設を整備します。

さらに、今後老朽化が見込まれる治山施設について点検・診断した上で、長寿命

化対策に取り組むとともに、山地災害等の被害を防止・軽減する事前防災・減災の

考え方に立ち、総合的な治山対策を実施し、地域の安全・安心の確保を図る「緑の

県土強靭化」を推進します。

数値目標 

目標数値 基準値(H26) 目標値(H36) 

自然を目的として本県を訪れる観光客数 4,569千人 4,875千人

特用林産物生産への新たな取り組み件数（累計） 2件 20件

山地災害危険地区の新規整備着手箇所数（年間） 15箇所 15箇所
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第６章 ビジョンの実現に向けて

本ビジョンの実現のためには、森林からの恩恵を受けている全ての県民が、森林の保

全に関する活動を支援し、社会全体で森林を支えるという意識を持った上で、森林資源

の有効活用を図ることが重要です。 

また、県はもとより、市町村、森林所有者、森林組合等の林業事業体、木材産業関係

者など、森林・林業に関係する様々な組織や関係者が、適切な役割分担の下、相互に連

携を図りつつ一体となって取り組みを進めていくことが必要です。 

さらに、本県の森林は、森林面積の４６％を占める県有林と５３％を占める民有林に

大きく分かれることが特徴であることから、森林としての視点でそれぞれの役割を明確

にし、ビジョンの実現に向け取り組みます。 

１ 役割 

（１）県民等

県民共有の財産である森林の保全、山村との交流、県産材の利用などの取り組み

に積極的に参画するとともに、森林・林業・木材産業等に対する理解を深めていく

ことが求められます。 

ＮＰＯや森林ボランティア団体などにおいては、今まで以上に森づくり活動への

取り組みが求められます。また、企業においては、森づくりなどのＣＳＲ活動に加

え、県産材や木質バイオマス、森林空間の利活用に取り組むことが期待されます。 

（２）森林所有者 

自己の所有する森林に関心を持ち、適切な管理に努めるとともに、森林が様々な

公益的機能を発揮していることを認識することが大切です。 

また、自ら森林整備や管理ができない場合は、森林組合等の林業事業体への施業

委託や集約化に協力し、計画的かつ効率的な林業経営に努めるとともに、森林資源

や森林空間の利活用による山村地域の活性化に積極的に協力することが求められ

ます。 

（３）森林組合等の林業事業体 

森林組合等の林業事業体は、地域の森林整備や林業振興の担い手として期待され

ており、施業の集約化等による生産性の向上に努め、持続的な管理・経営を進める

ことが求められています。 
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特に森林組合は、森林所有者を構成員とする協同組合として、組合員に対するサ

ービスと指導を強化するとともに、地域の林業の先導役として積極的な事業展開を

図る必要があります。 

（４）木材産業関係者 

木材加工業者等は、需要者の多様なニーズに対応して、品質の確かな製品を安定

的に供給できるよう、技術の向上や経営の改善、体質や相互連携の強化に努めるこ

とが重要です。 

建築業者は、木材加工業者等と連携を図り、住宅等の建築時に県産材をＰＲする

とともに、積極的に利用していくことが求められます。 

（５）市町村 

森林の現況や住民の要請を踏まえ、地域における森林整備の方向付けを明らかに

し、森林施業の推進に中心的な役割を果たすことが求められます。 

そのため、関係者の合意形成を図り、森林整備のマスタープランとなる市町村森

林整備計画を策定し、これに基づく施策を展開することが重要です。 

また、自らが建築する公共建築物等の木造・木質化による県産材の利用拡大や木

質バイオマスボイラーの導入などにより地域資源を有効活用するとともに、普及啓

発に努め、地域経済の振興につなげていくことが必要です。 

（６）県 

本ビジョンの周知と理解の促進を図るための各種活動を行うとともに、目標達成

のため、国、市町村等との連携を図り、積極的な施策展開を図ります。 

また、県民に対して森林・林業・木材産業等に対する理解を深めていただくため

の取り組みや公共建築物等に県産材を活用した木造・木質化に取り組み、県民が身

近に県産材と接する機会を創出します。 

さらに、木質バイオマスや森林空間などの森林資源の有効活用を推進し、山村地

域の活性化に努めます。 

（７）県有林 

県有林は、県内森林面積の約半分を占める公有林として、森林の多面的機能を高

度に発揮していくための森林整備はもとより、森林資源を有効活用していくための

先導的な取り組みを通じて、ビジョン実現の中核としての役割を担っていきます。 
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具体的には、県有林ＦＳＣ認証材のブランド化や需要者ニーズに応えた素材の安

定供給により、県産材全体のブランド化、需要拡大を牽引するとともに、林業の生

産性向上のため、低コスト化による作業システム等を導入し、そのノウハウを民有

林事業者へ普及します。 

また、林地残材等の未利用資源を利用していくためのシステムを開発し、民有林

に普及させるとともに、県内の木質バイオマスの利用拡大を促進します。 

さらに、保健休養機能を活用し、企業・団体や地域産業と連携した、観光・レク

リエーションの場の提供など、都市住民等との多様な交流の場を創出するなど、山

村地域の活性化に寄与します。 

（８）民有林 

山村地域に広がる民有林は、手入れが行き届かず荒廃した森林が見受けられるこ

とから、森林環境税等を活用し、森林の公益的機能の維持・増進が図られるよう森

林整備に取り組むことが必要です。 

一方、伐採時期を迎えている民有林は、保有面積の小さい森林所有者が多いこと

から集約化を図った上で、伐採コストや造林コストを軽減する作業システムなどの

県有林で培ったノウハウを最大限活用して生産性の向上を図り、持続可能な林業経

営を目指します。 

また、地域固有の資源として林業のみならず、都市住民が豊かな自然に触れる場、

心身を癒やす場、子供たちが自然を体験する場など、様々な活用を通じて、新たな

事業の創出も期待されます。 

２ 財源の確保 

ビジョンを実現するためには、国の補助制度を積極的に活用するとともに、森林

環境税や下流域の自治体等の負担金を有効に活用するなど、財源の確保に努めます。 

３ 進行管理 

本ビジョンの実行性を確保するため、毎年度、目標実現に向けた施策の進捗状況

や効果等について点検、評価を行い、森林審議会へ報告するとともに、ホームペー

ジなどにより公表し、必要に応じて見直しを行います。 


